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国連システムの概要 

 国連システムの主要機関 
 国連事務局: ニューヨーク本部、ジュネーブ事務所、

ナイロビ事務所、ウィーン事務所、平和維持・構築
活動等のミッション、地域委員会、国際刑事裁判所 

 計画と基金: 国連開発計画、国連児童基金等 
 専門機関: 国際労働機関、世界保健機関等 

 

 各機関は政治・経済・社会・科学・人権・技術等の
専門分野において、それぞれに課せられた使命に
基づいたプログラム・プロジェクトを遂行 
 

 各機関に独自の物品・サービス調達ニーズが存在 



 財政規則上の基本原則  
 国連の利益の確保 
 公平性、誠実性、透明性の確保 
 効果的な国際競争による調達 
 費用に対する最大限の価値の追求 

 
 国連グローバルマーケットプレース (UNGM) での
企業事前登録制度を利用 (http://www.ungm.org) 
 

 調達権限の明確な規定と職責の分離 
 

 一定金額以上の調達案件を契約委員会が審査 

国連システムの調達の一般原則 



 物品 
 食料品 
 医療品 
 車両 
 コンピューター 
 居住施設 
 通信機器 
 検査機器 
 燃料 
 建築資材 

 

主な調達品目 

 サービス 
 輸送サービス 
 建設サービス 
 技術サービス 
 コンサルタントサービス 
 通信サービス 
 レンタル・リースサービス 
 保守管理サービス 
 警備サービス 
 資金管理サービス 

 
 



国連システム全体の調達 
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国連システム全体の調達 
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国連システム全体の調達 
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国連システム全体の調達 
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国連事務局の活動所在地 
 

・ 本部および地域本部  

・ 国連平和維持・政治・平和構築活動ミッション 

・ 国連地域委員会 

・ 国際刑事裁判所 

 

本部 

 



国連事務局の調達金額 
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国連事務局の調達金額 
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国連事務局の調達金額 
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国連調達部の２０１７年主要品目（百万ドル） 
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航空輸送サービス 

データ処理・通信機器サービス 

糧食・ケータリング 

燃料 

建設資材・建設関連サービス 

旅行サービス 

貨物輸送・保管サービス 

レンタル・リース 

車両 

保安関連サービス 

プロフェッショナルサービス 

クリーニングサービス 

電気・水道・汚水処理サービス 

医療機器・医薬品 

金融投資保険サービス 

会議関連サービス 

発電機 

その他 



国連の調達プロセス 



入札参加意思表明要請制度 

 ４万ドル超の調達案件に対する企業の入札参加
意思の表明 (Request for Expression of Interest)  

 
 未登録企業は登録手続きを開始する必要 

 
 調達部と UNGM のウェッブサイトで公示 

http://www.un.org/Depts/ptd.eoi 
https://www.ungm.org/Public/Notice 

 
 UNGM の有料入札情報サービス 
 
 

 
 
 



 ４万ドルまでの調達案件 
 見積依頼書 (RFQ) 
 略式の調達手続き 

 ４万ドル超の調達案件 
 入札要請 (ITB) または提案依頼書 (RFP) 
 詳細な入札手続き 

 応札者開示手続き        
 入札要請 (ITB) : 詳細な仕様書が定められている
場合に使用 

 提案依頼書(RFP) : 調達される品目やサービスの
詳細につき企業に提案を求める場合に使用 

 

入札書類の種類 



 入札書類受け取り確認書の返送による応札意思の
表明 
 

 入札書類受け取り企業が応札 
 登録されている企業名で応札 
 関連企業での応札は事前に了解を取り付ける 

 
 入札前会議や現地訪問の必要性の有無 

 
 入札書類上の疑問点を期限前に照会 

 
 価格情報を技術提案に含まないこと 

 カタログの価格情報に注意 

 
 
 
 
 

応札書類の準備における留意点 
 



 提出用書類の指示 
 価格オプションを提案する場合は別途表記 
 入札保証金関連の書類提出の必要性の有無 

 
 提出方法の指示 

 入札番号と内容物の表記 
 調達担当官への提出は不可 

 
 提出手段 

 郵送とクーリエ・サービス 
 応札書類受付専用ファックス 
 インターネット応札専用サイト 

 
 

 

応札書類の提出における留意点 
 



 入札開封専門の担当者の業務 
 応札書類の管理 
 開示手続きの記録保持 

 
 応札者のみ参加可能 

 
 入札要請 (ITB) 

 価格情報を開示 
 

 提案依頼書 (RFP) 
 技術提案のみ開封 
 応札者名のみ開示 

 

応札者開示手続き 



 調達権限を超える案件は契約委員会に諮問 
 

 分割発注の検討 
 

 落札者の企業登録状況の確認 
 

 落札者との契約交渉と契約の締結 
 

 落札情報のウェッブサイトでの開示 
 
 落札できなかった応札者への通知 

落札決定プロセス 



 注文書 (Purchase Order) 
 
 契約書 (Contract) 

 
 システム契約 (Systems Contract) 

 契約期間中に適用される価格等の契約条件を事前に
決定 

 契約の上限金額を設定し、実際の需要に応じて契約
期間中に複数の注文書を発行 

 他の国連機関も利用可能 

契約書類の種類 



 調達部に落札できなかったオファーの評価・説明を
求めることができるプロセス 

 http://www.un.org/Depts/ptd/complaints/debriefing-
 and-procurement-challenges-faq 

 
 ２０万ドル以上の入札案件に限定 

 
 応札企業のみの権利 

 
 自社の応札内容に限定 

 
 期限内に要請する必要 

 
 
 

ディブリーフィング・プロセス 



 ディブリーフィング案件のみ異議申し立ての対象 
 

 調達部の説明に納得できない場合のプロセス 
 

 契約委員会が事務局となり外部専門家の検討の
上で管理局事務次長が決定 
 

 異議申し立てが正当と結論づけられた場合の対応 
 申し立て費用の一部を国連が負担 
 対象契約の契約期間の制限 
 再入札手続きの開始 

落札異議申し立てプロセス 



 競争市場の欠如 
 既に標準化されている物品・サービスの調達 
 他の国連機関の既存の契約に依存 
 最近の入札で調達された物品・サービスの再調達 
 最近の入札で望ましい結果を得られなかった案件 
 不動産の購入やリース 
 緊急調達案件 
 客観的評価になじまない物品・サービスの調達 
 管理局事務次長による入札免除 
 入札必要金額以下の調達案件 

 
 

入札免除案件 



 ウェッブサイト (http://www.un.org/Depts/ptd) 
 調達マニュアル 
 一般契約条件 
 国連事務局の調達統計資料 

 
 モバイルアプリ (un procurement)  

 アップルとアンドロイドに対応 
 

 
 

国連事務局の調達情報 



 国連システムが共用するデータベース 
 ２９の国際機関が使用（調達総額の９９％） 

 
 全使用機関に一括無料登録が可能 
 
 国連調達活動の情報ソース 

 調達機会 (Business Opportunities) 
 落札情報 (Contract Awards) 
 各国際機関の調達活動の概要や調達統計資料など 

 
 入札情報自動配信サービス（Tender Alert Service） 

 

国連グローバルマーケットプレース(UNGM) 



 ユーザーＩＤとパスワードの取得 
 

 企業基本情報の入力 
 
 登録必須条件 

 国連サプライヤー行動規範の受諾
http://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-
code-conduct 

 
 商品コード・サービスコードの選択と入力 
 

企業登録に必要な手続き 



 基礎レベル (Basic Level) 
 書類提出不要 
 １件あたり４万ドルまでの調達に適用 

 
 ２段階の資格レベル (Qualification Level) 

 契約１件あたり５０万ドルまで（レベル１） 
 契約１件あたり５０万ドル超（レベル２） 
 主な必要書類 

•５０万ドルまで：企業設立証明書類 
•５０万ドル超：財務諸表 

企業登録レベルシステム 



 
 企業の契約履行記録情報の共有 
 
 入札時の企業検索 
 
 電子入札システムとの情報共有 

 登録企業＝入札企業 

 
 ERP システムとの情報共有 

 登録企業＝契約・支払い対象 

 
 国連制裁対象企業の情報管理 

企業登録情報 



UNGM での登録手順 
 



 

基本情報の入力 



 

企業行動規範の 



入札情報自動配信サービス 



入札情報自動配信サービス 



 持続可能な目標（SDGｓ）達成への貢献 
 

 
 
 
 
 
 
 

 グローバルコンパクトへの参加 

国連とのパートナーシップの可能性 



 住友化学の防虫剤処理蚊帳の例 
 
 防虫剤を徐々に表面に染み出させる技術 
 工場の虫除け用網戸に使用 
 マラリア撲滅の一助に研究開発 
 世界保健機関 (WHO) が効果を認め使用を推奨 
 技術の無償供与と合弁企業による雇用の創出 
 国連児童基金 (UNICEF) が調達し８０以上の国に供給 

 
 
 
 

社会貢献活動から国連のマーケットへ 



質疑応答 


